
（別紙２） 
 

○
財
務
省
令
第 

 
 

号 

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
十
八
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
外
国
為
替
及
び

外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
及
び
同
令
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
外
国
為
替
の
取
引
等
の
報
告

に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年 

 

月 
 
 

日 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

財
務
大
臣 

加
藤 

勝
信 

外
国
為
替
の
取
引
等
の
報
告
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

外
国
為
替
の
取
引
等
の
報
告
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
大
蔵
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
削
る
。 

   



 

改 
 
 
  
 
 
 

正 
  
 
 
  
 

後 

改 
 
 
  
 
 
 

正 
  
 
 
  
 

前 

（
証
券
の
売
買
の
契
約
の
状
況
に
関
す
る
報
告
） 

第
二
十
一
条 

令
第
十
八
条
の
七
第
二
項
第
二
号
ト
又
は
チ
に
規
定
す
る
外
国

為
替
業
務
に
係
る
取
引
又
は
行
為
の
月
中
の
合
計
額
が
百
億
円
に
相
当
す
る

額
を
超
え
る
者
の
う
ち
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
財
務
大
臣
が
指
定
し

た
銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会
社
、
投
資
信
託
委
託
会
社
、
資

産
運
用
会
社
、
証
券
金
融
会
社
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
項
に
規

定
す
る
証
券
金
融
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
若
し
く
は
主
と
し
て
コ
ー
ル
資
金
の
貸
付
け
又
は
そ
の
貸
借
の
媒
介

を
業
と
し
て
行
う
者
（
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三

百
二
十
一
号
）
第
一
条
の
九
第
五
号
に
規
定
す
る
主
と
し
て
コ
ー
ル
資
金
の

貸
付
け
又
は
そ
の
貸
借
の
媒
介
を
業
と
し
て
行
う
者
の
う
ち
金
融
庁
長
官
の

指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
が
指
定

し
た
銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会
社
、
投
資
信
託
委
託
会
社
、

資
産
運
用
会
社
、
証
券
金
融
会
社
若
し
く
は
主
と
し
て
コ
ー
ル
資
金
の
貸
付

け
又
は
そ
の
貸
借
の
媒
介
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
指
定
報
告
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
指
定
期
間
中
の
毎
営
業
日
中
の
居
住

者
と
非
居
住
者
と
の
間
に
お
け
る
証
券
の
売
買
の
契
約
（
当
該
指
定
報
告
機

関
と
非
居
住
者
と
の
間
に
お
け
る
証
券
の
売
買
契
約
及
び
当
該
指
定
報
告
機

関
の
媒
介
等
に
係
る
居
住
者
と
非
居
住
者
と
の
間
に
お
け
る
証
券
の
売
買
契

約
を
い
う
。
）
の
状
況
に
つ
い
て
、
別
紙
様
式
第
十
四
に
よ
る
報
告
書
一
通

を
作
成
し
、
翌
々
営
業
日
ま
で
に
、
日
本
銀
行
を
経
由
し
て
財
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
証
券
の
売
買
の
契
約
等
の
状
況
に
関
す
る
報
告
等
） 

（
証
券
の
売
買
の
契
約
の
状
況
に
関
す
る
報
告
） 

第
二
十
一
条 

令
第
十
八
条
の
七
第
二
項
第
二
号
ト
又
は
チ
に
規
定
す
る
外
国

為
替
業
務
に
係
る
取
引
又
は
行
為
の
月
中
の
合
計
額
が
百
億
円
に
相
当
す
る

額
を
超
え
る
者
の
う
ち
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
財
務
大
臣
が
指
定
し

た
銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会
社
、
投
資
信
託
委
託
会
社
若
し

く
は
資
産
運
用
会
社
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
同
項
第
三
号
の
規
定

に
よ
り
財
務
大
臣
が
指
定
し
た
銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会

社
、
投
資
信
託
委
託
会
社
若
し
く
は
資
産
運
用
会
社
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
指
定
報
告
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
指
定
期
間
中
の
毎
営
業
日
中
の
居

住
者
と
非
居
住
者
と
の
間
に
お
け
る
証
券
の
売
買
の
契
約
（
当
該
指
定
報
告

機
関
と
非
居
住
者
と
の
間
に
お
け
る
証
券
の
売
買
契
約
及
び
当
該
指
定
報
告

機
関
の
媒
介
等
に
係
る
居
住
者
と
非
居
住
者
と
の
間
に
お
け
る
証
券
の
売
買

契
約
を
い
う
。
）
の
状
況
に
つ
い
て
、
別
紙
様
式
第
十
四
に
よ
る
報
告
書
一

通
を
作
成
し
、
翌
々
営
業
日
ま
で
に
、
日
本
銀
行
を
経
由
し
て
財
務
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

    

（
証
券
の
売
買
の
契
約
等
の
状
況
に
関
す
る
報
告
等
） 



 

第
二
十
二
条 

令
第
十
八
条
の
七
第
二
項
第
二
号
ト
又
は
チ
に
規
定
す
る
外
国

為
替
業
務
に
係
る
取
引
又
は
行
為
の
月
中
の
合
計
額
が
百
億
円
に
相
当
す
る

額
を
超
え
る
者
の
う
ち
、
銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会
社
、
投

資
信
託
委
託
会
社
、
資
産
運
用
会
社
、
証
券
金
融
会
社
又
は
主
と
し
て
コ
ー

ル
資
金
の
貸
付
け
又
は
そ
の
貸
借
の
媒
介
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
報
告
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
取
引
又
は
行
為
の
月
中

の
合
計
額
が
百
億
円
に
相
当
す
る
額
を
超
え
た
月
の
翌
月
中
の
居
住
者
と
非

居
住
者
と
の
間
に
お
け
る
外
貨
証
券
又
は
円
払
証
券
の
売
買
の
契
約
等
（
当

該
報
告
機
関
と
非
居
住
者
と
の
間
に
お
け
る
証
券
の
売
買
契
約
、
条
件
付
売

買
及
び
貸
借
取
引
に
係
る
担
保
金
の
受
払
並
び
に
当
該
報
告
機
関
の
媒
介
等

に
係
る
居
住
者
と
非
居
住
者
と
の
間
に
お
け
る
証
券
の
売
買
契
約
、
条
件
付

売
買
及
び
貸
借
取
引
に
係
る
担
保
金
の
受
払
を
い
う
。
）
の
状
況
に
つ
い

て
、
報
告
の
対
象
と
な
っ
た
月
中
に
売
買
の
契
約
等
の
実
績
が
な
い
場
合
を

除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ

る
報
告
書
一
通
を
作
成
し
、
報
告
の
対
象
と
な
っ
た
月
の
翌
月
十
五
日
ま
で

に
、
日
本
銀
行
を
経
由
し
て
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る
者
に
つ
い
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る

様
式
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
。 

［
一
～
三 

略
］ 

２ 

令
第
十
八
条
の
七
第
二
項
第
二
号
ト
又
は
チ
に
規
定
す
る
外
国
為
替
業
務

に
係
る
取
引
又
は
行
為
の
月
中
の
合
計
額
が
百
億
円
に
相
当
す
る
額
を
超
え

る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
が
指
定
し

た
銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会
社
、
投
資
信
託
委
託
会
社
、
資

産
運
用
会
社
、
証
券
金
融
会
社
又
は
主
と
し
て
コ
ー
ル
資
金
の
貸
付
け
又
は

そ
の
貸
借
の
媒
介
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
報
告
機

関
」
と
い
う
。
）
は
、
指
定
期
間
中
の
毎
月
中
の
居
住
者
と
非
居
住
者
と
の

第
二
十
二
条 

令
第
十
八
条
の
七
第
二
項
第
二
号
ト
又
は
チ
に
規
定
す
る
外
国

為
替
業
務
に
係
る
取
引
又
は
行
為
の
月
中
の
合
計
額
が
百
億
円
に
相
当
す
る

額
を
超
え
る
者
の
う
ち
、
銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会
社
、
投

資
信
託
委
託
会
社
又
は
資
産
運
用
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
報
告
機

関
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
取
引
又
は
行
為
の
月
中
の
合
計
額
が
百
億
円
に

相
当
す
る
額
を
超
え
た
月
の
翌
月
中
の
居
住
者
と
非
居
住
者
と
の
間
に
お
け

る
外
貨
証
券
又
は
円
払
証
券
の
売
買
の
契
約
等
（
当
該
報
告
機
関
と
非
居
住

者
と
の
間
に
お
け
る
証
券
の
売
買
契
約
、
条
件
付
売
買
及
び
貸
借
取
引
に
係

る
担
保
金
の
受
払
並
び
に
当
該
報
告
機
関
の
媒
介
等
に
係
る
居
住
者
と
非
居

住
者
と
の
間
に
お
け
る
証
券
の
売
買
契
約
、
条
件
付
売
買
及
び
貸
借
取
引
に

係
る
担
保
金
の
受
払
を
い
う
。
）
の
状
況
に
つ
い
て
、
報
告
の
対
象
と
な
っ

た
月
中
に
売
買
の
契
約
等
の
実
績
が
な
い
場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
一
通
を
作
成

し
、
報
告
の
対
象
と
な
っ
た
月
の
翌
月
十
五
日
ま
で
に
、
日
本
銀
行
を
経
由

し
て
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
の
規
定
に

よ
る
報
告
を
す
る
者
に
つ
い
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
の

提
出
を
要
し
な
い
。 

 

［
一
～
三 

同
上
］ 

２ 

令
第
十
八
条
の
七
第
二
項
第
二
号
ト
又
は
チ
に
規
定
す
る
外
国
為
替
業
務

に
係
る
取
引
又
は
行
為
の
月
中
の
合
計
額
が
百
億
円
に
相
当
す
る
額
を
超
え

る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
が
指
定
し

た
銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会
社
、
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は

資
産
運
用
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
報
告
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、

指
定
期
間
中
の
毎
月
中
の
居
住
者
と
非
居
住
者
と
の
間
に
お
け
る
外
貨
証
券

又
は
円
払
証
券
の
売
買
の
契
約
等
（
当
該
報
告
機
関
と
非
居
住
者
と
の
間
に



 

間
に
お
け
る
外
貨
証
券
又
は
円
払
証
券
の
売
買
の
契
約
等
（
当
該
報
告
機
関

と
非
居
住
者
と
の
間
に
お
け
る
証
券
の
売
買
契
約
、
条
件
付
売
買
及
び
貸
借

取
引
に
係
る
担
保
金
の
受
払
並
び
に
当
該
報
告
機
関
の
媒
介
等
に
係
る
居
住

者
と
非
居
住
者
と
の
間
に
お
け
る
証
券
の
売
買
契
約
、
条
件
付
売
買
及
び
貸

借
取
引
に
係
る
担
保
金
の
受
払
を
い
う
。
）
の
状
況
に
つ
い
て
、
報
告
の
対

象
と
な
っ
た
月
中
に
売
買
の
契
約
等
の
実
績
が
な
い
場
合
を
除
き
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
一
通

を
作
成
し
、
報
告
の
対
象
と
な
っ
た
月
の
翌
月
十
五
日
ま
で
に
、
日
本
銀
行

を
経
由
し
て
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
の

規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る
者
に
つ
い
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
報

告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
。 

［
一
～
三 

略
］ 

３ 

令
第
十
八
条
の
七
第
二
項
第
二
号
ト
又
は
チ
に
規
定
す
る
外
国
為
替
業
務

に
係
る
取
引
又
は
行
為
の
月
中
の
合
計
額
が
百
億
円
に
相
当
す
る
額
を
超
え

る
者
の
う
ち
、
銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会
社
、
投
資
信
託
委

託
会
社
、
資
産
運
用
会
社
、
証
券
金
融
会
社
又
は
主
と
し
て
コ
ー
ル
資
金
の

貸
付
け
又
は
そ
の
貸
借
の
媒
介
を
業
と
し
て
行
う
者
は
、
当
該
取
引
又
は
行

為
の
月
中
の
合
計
額
が
百
億
円
に
相
当
す
る
額
を
超
え
た
月
の
属
す
る
年
の

十
二
月
末
現
在
に
お
け
る
証
券
投
資
又
は
保
有
の
残
高
の
状
況
に
つ
い
て
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
報
告
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ

る
報
告
書
一
通
を
作
成
し
、
翌
年
一
月
末
ま
で
に
、
日
本
銀
行
を
経
由
し
て

財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る

報
告
を
す
る
者
を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
報
告
の
対
象
と
な
る
十
二
月

末
現
在
の
残
高
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
報
告

書
の
提
出
を
要
し
な
い
。 

［
一
～
四 

略
］ 

お
け
る
証
券
の
売
買
契
約
、
条
件
付
売
買
及
び
貸
借
取
引
に
係
る
担
保
金
の

受
払
並
び
に
当
該
報
告
機
関
の
媒
介
等
に
係
る
居
住
者
と
非
居
住
者
と
の
間

に
お
け
る
証
券
の
売
買
契
約
、
条
件
付
売
買
及
び
貸
借
取
引
に
係
る
担
保
金

の
受
払
を
い
う
。
）
の
状
況
に
つ
い
て
、
報
告
の
対
象
と
な
っ
た
月
中
に
売

買
の
契
約
等
の
実
績
が
な
い
場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
一
通
を
作
成
し
、
報
告
の
対

象
と
な
っ
た
月
の
翌
月
十
五
日
ま
で
に
、
日
本
銀
行
を
経
由
し
て
財
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す

る
者
に
つ
い
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な

い
。 

 

［
一
～
三 

同
上
］ 

３ 

令
第
十
八
条
の
七
第
二
項
第
二
号
ト
又
は
チ
に
規
定
す
る
外
国
為
替
業
務

に
係
る
取
引
又
は
行
為
の
月
中
の
合
計
額
が
百
億
円
に
相
当
す
る
額
を
超
え

る
者
の
う
ち
、
銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会
社
、
投
資
信
託
委

託
会
社
又
は
資
産
運
用
会
社
は
、
当
該
取
引
又
は
行
為
の
月
中
の
合
計
額
が

百
億
円
に
相
当
す
る
額
を
超
え
た
月
の
属
す
る
年
の
十
二
月
末
現
在
に
お
け

る
証
券
投
資
又
は
保
有
の
残
高
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
報

告
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
一
通
を
作
成

し
、
翌
年
一
月
末
ま
で
に
、
日
本
銀
行
を
経
由
し
て
財
務
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る
者
を
除

き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
報
告
の
対
象
と
な
る
十
二
月
末
現
在
の
残
高
が
な

い
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な

い
。 

 

［
一
～
四 

同
上
］ 



 

４ 

令
第
十
八
条
の
七
第
二
項
第
二
号
ト
又
は
チ
に
規
定
す
る
外
国
為
替
業
務

に
係
る
取
引
又
は
行
為
の
月
中
の
合
計
額
が
百
億
円
に
相
当
す
る
額
を
超
え

る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
が
指
定
し

た
銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会
社
、
投
資
信
託
委
託
会
社
、
資

産
運
用
会
社
、
証
券
金
融
会
社
又
は
主
と
し
て
コ
ー
ル
資
金
の
貸
付
け
又
は

そ
の
貸
借
の
媒
介
を
業
と
し
て
行
う
者
は
、
指
定
期
間
中
の
十
二
月
末
現
在

に
お
け
る
証
券
投
資
又
は
保
有
の
残
高
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
報
告
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
一
通

を
作
成
し
、
翌
年
一
月
末
ま
で
に
、
日
本
銀
行
を
経
由
し
て
財
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る
者

を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
報
告
の
対
象
と
な
る
十
二
月
末
現
在
の
残
高

が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
要

し
な
い
。 

［
一
～
四 

略
］ 

５ 

［
略
］ 

 

６ 

前
条
又
は
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る
銀
行

等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会
社
、
投
資
信
託
委
託
会
社
、
資
産
運
用

会
社
、
証
券
金
融
会
社
又
は
主
と
し
て
コ
ー
ル
資
金
の
貸
付
け
又
は
そ
の
貸

借
の
媒
介
を
業
と
し
て
行
う
者
は
、
毎
月
中
に
お
け
る
当
該
報
告
に
係
る
外

国
為
替
業
務
に
付
随
す
る
支
払
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
別
紙
様
式
第
四
十
に

よ
る
報
告
書
一
通
を
作
成
し
、
報
告
の
対
象
と
な
っ
た
月
の
翌
月
十
五
日
ま

で
に
、
日
本
銀
行
を
経
由
し
て
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
様
式
に
よ
る
報
告
の
対
象
と
な
る
月
中
の
支
払
の
額
及
び
受

領
の
額
が
百
万
円
に
相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
報
告
書
の

提
出
を
要
し
な
い
。 

附 
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４ 

令
第
十
八
条
の
七
第
二
項
第
二
号
ト
又
は
チ
に
規
定
す
る
外
国
為
替
業
務

に
係
る
取
引
又
は
行
為
の
月
中
の
合
計
額
が
百
億
円
に
相
当
す
る
額
を
超
え

る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
が
指
定
し

た
銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会
社
、
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は

資
産
運
用
会
社
は
、
指
定
期
間
中
の
十
二
月
末
現
在
に
お
け
る
証
券
投
資
又

は
保
有
の
残
高
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
報
告
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
一
通
を
作
成
し
、
翌
年
一
月

末
ま
で
に
、
日
本
銀
行
を
経
由
し
て
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る
者
を
除
き
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
報
告
の
対
象
と
な
る
十
二
月
末
現
在
の
残
高
が
な
い
場
合
に
は
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
。 

  

［
一
～
四 

同
上
］ 

５ 

［
同
上
］ 

６ 

前
条
又
は
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る
銀
行

等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
、
保
険
会
社
、
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は
資
産
運

用
会
社
は
、
毎
月
中
に
お
け
る
当
該
報
告
に
係
る
外
国
為
替
業
務
に
付
随
す

る
支
払
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
別
紙
様
式
第
四
十
に
よ
る
報
告
書
一
通
を
作

成
し
、
報
告
の
対
象
と
な
っ
た
月
の
翌
月
十
五
日
ま
で
に
、
日
本
銀
行
を
経

由
し
て
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
様
式
に

よ
る
報
告
の
対
象
と
な
る
月
中
の
支
払
の
額
及
び
受
領
の
額
が
百
万
円
に
相

当
す
る
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
。 
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［
条
を
削
る
。
］ 

 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
応
す
る
た

め
の
特
例
） 

第
十
七
条 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら

世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に

報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
起
因
す
る
や
む

を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
こ
の
省
令
に
基
づ
く
報
告
義
務
の
全
部
又
は
一
部

を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
で
き
な
い
報
告
義
務
に
つ
い

て
履
行
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告
義
務
を

履
行
し
な
か
っ
た
者
は
、
履
行
し
な
か
っ
た
報
告
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を

履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
報
告
義
務

を
履
行
す
る
も
の
と
す
る
。 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

  



 

 

 

附 

則 
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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